
 

商標審査に関する品質ポリシー 
 

 

商標は、商取引において、自己の商品・役務を他人の商品・役務と識別するための標識であり、

商品・役務の一定の品質又は質を保証し、また、商品・役務の広告宣伝の役割を果たすものです。 

事業者の商標権の活用を通じてその商標が役割を発揮し、消費者が商標を信頼して消費活動を円

滑に行うことができるようにするためには、商標審査において、法令及び商標審査基準の下、出願

された商標の識別性や類似性等に関して、商取引の実態を十分に調査し、一貫性及び客観性を有す

る審査を行うことが必要です。 

この品質ポリシーは、現在、商標審査が直面している課題を解決し、ブランドの保護育成及び消

費活動の円滑化への貢献に向けて、商標審査の質を維持・向上するための品質管理の基本原則を示

したものです。 

特許庁における商標審査に関わる職員一人一人が、幹部のリーダーシップ及び参画の下、強い責

任感と意欲を持ち、以下の基本原則にのっとって審査業務を遂行します。 

 

ブランドの保護育成及び消費活動の円滑化に貢献します： 
特許庁は、適切な審査及び権利付与を行うことにより、商標権の適切な活用を通じた商標の役割

の発揮、ひいては、ブランドの保護育成及び消費者の消費活動の円滑化に貢献します。 

 

一貫性及び客観性を有する審査を行います： 
特許庁は、条約、法令及び商標審査基準等の指針に従い、識別性や類似性等に関して、商取引の

実態を十分に調査し、一貫性及び客観性を有する商標審査を行います。 

 

出願人等とのコミュニケーションを深め、商標制度の利用促進を図ります： 
特許庁は、商標審査の透明性及び予見可能性を高めるため、恒常的に商標審査基準等の指針の見

直しを検討します。また、審査官一人一人は、審査内容に関する説明責任を果たすべく、論理的で

説得力を有した、かつ、権利取得を支援する、分かりやすい拒絶理由通知書等を作成します。これ

らを通じ、出願人・代理人等とのコミュニケーションを深め、商標制度の利用促進を図ります。 

 

国内外の関係者と積極的に情報を共有し、審査の質の向上に取り組みます： 
特許庁は、商標制度に関わる方々や海外商標庁等と情報を共有し、それらの情報を積極的に取り

入れ、商標審査の質を向上するための施策に取り組みます。 

 

継続的に業務を改善します： 
商標審査に関わる職員一人一人は、日々の審査業務や審査マネジメント業務に関して、現状に満

足することなく、常に検討・評価し、業務の改善を実践します。 

 

職員の知識・能力を向上させます： 
特許庁は、日々の業務や研修を通じて人材の育成を図るとともに、商標審査に関わる職員一人一

人は、自主的な研さんを行うことにより、業務遂行に必要となる知識及び能力の向上を図ります。 

 

特許庁は、この品質ポリシーを定期的にレビューし、その合理性と実効性を常に維持・向上して

いきます。 
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